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１．「評価の実施の

必要性の認定」

に関連して行

う事実関係の

整理の段階 

 

やりとりの

透明性を確

関係府省との

り取りは文書

行うものとす

相互のやりと

の公表は分科

における調査

議（分科会の議

録及び資料の

表）を通じて

う。 

関

どう

調査審

況の報

総

２．「評価の実施の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価に関する情報の整理と「評価の実施の必要性の認定」関連活動の流れ図（イメージ） 

 
国民から疑問

など提言

各府省が 

行った評価 

国会での

議論 

新聞報道など

マスメディア

情報 

評価局独自の

情報収集 

評価局が行う 

「審査」により 

得られる情報・知見

 

評価が行われた政策 

端緒 

例示） 

評価が行われていない政策 

「『評価の実施の必要性の認定』の考え方の整理と今後の取組」を踏まえ、端緒を精査 

 

総務省において事実関係を把握・整理 

公表資料、事実関係についての関係府省への照会、有識者からの意見聴取などにより幅広く情報収集・分析。

（関係府省とのやり取りは文書で行うものとする。また、複数回のやり取りがあり得る。新たな認定に関する

着眼点が出てきた場合には、当面、各府省との意見交換会を開催する。） 

分科会には、適宜、報告 

事実関係の整理 

結果を関係府省 

へフィードバック

政
策
評
価
の
客
観
的
か
つ
厳
格
な
実
施
を
担
保 

 

事実関係の

整 理 が つ

き、解明す

べき事柄が

残らなかっ

たもの 

認 定 に 至

ら な か っ

たもの 

結果を整理

し、まとめて

年１回公表 

分科会の議

事録及び資

料の公表 

整理した事実関係を踏まえてもなお解明すべき事柄が残るもの 

総務省が評価の実施の必要性について認定 

 

保

や

で

る。 

り

会

審

事

公

行

必要な論点について検討し、互いの主張を明らかにした上で整理 

有識者から論点について意見聴取、総務省から関係府省への質問、有識者を交

えて関係府省からのヒアリングなど。（複数回のやり取りがあり得る。） 

総務省は、論点検討結果を踏まえ、処理方針を明示 

総務省は認定の要否の処理方針を関係府省に明示。処理方針において認定が必

要としたものについては、必要とされる評価の内容などを関係府省に提示する。 

分科会において、必要性の認定に関し調査審議 

総務省からこれまでの議論を整理した資料と認定の要否の処理方針を報告。

総務省が処理方針において認定が必要としたものについて関係府省から説

明及び意見聴取の機会を設ける。 

係府省から政策評価実施するか

かの回答 

認定内容と関係府省の  

対応を照らし合わせ 

評 価 の

実 施 状

況と結果

回答

内容

関
係
府
省
が
評
価
を
実
施 

実施しない

との回答 

実施する

との回答

評価実施が

確保される

と判断 

実施状況や

評価結果を

注視 

否の処理方針に

ついて問題がな

ければ否として

処理 

議（分科会において、確保されないと認める状

告と関係府省ヒアリング） 

務省が関係府省にかわり、直接評価を実施 

評価実施が確保されると

判断 
評価実施が

確保されな

いと判断 

必要性の認定」の検討以降の段階

通知の内

容を公表

評価を実施することを公表

取り上げた事例については、政策評価の質の向上などのために、様々な活用があり得る。（以下のパターンは例示）
【パターン１】陥りやすい評価上の問題点を事例集としてまとめ、各府省に情報提供 

【パターン２】関連データの公開が確保されている場合には、評価の対案を提示するための調査研究を行い、結果を各府省にフィードバック（事案に応じて関係

府省に参加を呼びかけ） 

【パターン３】評価手法を一般化することで、問題点が解決できる可能性のあるものについては評価手法を研究開発 

【パターン４】改善等の対応が望まれるものについて各府省の評価実施状況をフォロー 

・改善を要する事項が改善されているか 

・適時適切に必要な評価が実施されているか  など 




